
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
三
号

経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
及
び
特
定
経
済

金
融
活
性
化
事
業
の
認
定
申
請
及
び
実
施
状
況
の

報
告
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四

号
）
第
五
十
七
条
の
二
並
び
に
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施

行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
二
十
六
条
及
び

第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
金
融
活
性
化
特
別

地
区
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
の
認
定
申
請
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
の
添
付
書
類
）

第
一
条
　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
記
事
項
証
明
書
（
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
）

二
　
認
定
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業

年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
認

定
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
貸
借
対

照
表
）

（
認
定
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
の
概
要
の
公

表
）

第
二
条
　
法
第
五
十
五
条
の
四
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同

条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
認
定
に
係
る
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施

計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
金
融
活
性
化
措

置
実
施
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
概
要
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
定
の
日
付

二
　
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
の
認
定
番
号

三
　
認
定
事
業
者
（
法
第
五
十
五
条
の
四
第
六
項
に
規

定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
名
称

四
　
認
定
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
（
法
第
五

十
五
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
認
定
経
済
金
融
活

性
化
措
置
実
施
計
画
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
概
要
（
法
第
五
十
五
条
の
四
第
六
項
の
変

更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
概
要
）

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

第
三
条
　
法
第
五
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、

認
定
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た

経
済
金
融
活
性
化
措
置
（
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
経
済
金
融
活
性
化
措
置
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
期
間
中
の

各
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
実
施
状
況
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
前
事
業
年
度
の
認
定
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施

計
画
に
記
載
さ
れ
た
経
済
金
融
活
性
化
措
置
の
実
施

状
況

二
　
前
事
業
年
度
の
収
支
決
算

三
　
前
事
業
年
度
の
認
定
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施

計
画
に
記
載
さ
れ
た
経
済
金
融
活
性
化
措
置
の
用
に

供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
器
具
及
び
備
品
並
び
に
建

物
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
取
得
等
に
関
す
る
実
績

２
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関

し
、
認
定
経
済
金
融
活
性
化
措
置
実
施
計
画
に
記
載
さ

れ
た
経
済
金
融
活
性
化
措
置
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
状
況
報
告
書
の
提
出
を

受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
認
定
事
業

者
に
対
し
て
、
当
該
経
済
金
融
活
性
化
措
置
を
適
切
に

実
施
し
て
い
る
と
認
定
し
た
こ
と
及
び
当
該
認
定
の
概

要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、

認
定
事
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
欠
格
事
由
の
対
象
法
令
）

第
四
条
　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
法
令
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業

務
を
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は
、
金
融
関
係
法
令
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
金
融
業
に
係
る
業
務

イ
　
銀
行
業
、
無
尽
業
又
は
株
式
会
社
商
工
組
合
中

央
金
庫
若
し
く
は
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

の
行
う
事
業

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
、
信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合

会
、
信
用
協
同
組
合
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
、

労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
の
行
う
事
業

ハ
　
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁

業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加

工
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

又
は
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
の
行
う
信
用

事
業
及
び
共
済
事
業

ニ
　
貸
金
業
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
若
し
く
は
割

賦
金
融
業
、
住
宅
専
門
金
融
業
又
は
証
券
金
融
業

ホ
　
金
融
商
品
取
引
業
又
は
確
定
拠
出
年
金
運
営
管

理
業

ヘ
　
信
託
業
又
は
信
託
契
約
代
理
業

ト
　
短
資
業
又
は
金
融
商
品
取
引
所
の
行
う
事
業

チ
　
生
命
保
険
業
、
損
害
保
険
業
、
保
険
媒
介
業
又

は
保
険
代
理
業

二
　
前
号
に
規
定
す
る
金
融
業
に
付
随
す
る
業
務
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
金
融
商
品
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
計
算

を
行
う
業
務
又
は
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
務
を

行
う
業
務
（
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
若
し
く
は
保
守
又

は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
若
し
く
は

保
守
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）

ロ
　
金
融
商
品
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
照
会

若
し
く
は
相
談
に
応
じ
、
情
報
を
提
供
し
、
又
は

勧
誘
す
る
業
務

ハ
　
金
融
商
品
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
文

書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
作
成
、
整
理
、
保

管
、
発
送
又
は
配
送
を
行
う
業
務

ニ
　
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
を
整
理

し
、
そ
の
金
額
若
し
く
は
枚
数
を
確
認
し
、
又
は

そ
の
保
管
を
行
う
業
務

ホ
　
前
号
及
び
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
業
務
に
係

る
施
設
の
設
置
若
し
く
は
運
営
を
行
う
業
務
又
は

前
号
及
び
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
業
務
に
係
る

事
業
を
営
む
者
若
し
く
は
新
た
に
営
も
う
と
す
る

者
の
業
務
を
支
援
す
る
業
務

ヘ
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商

品
取
引
所
の
委
託
を
受
け
て
行
う
同
法
第
八
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
業
務

（
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
及
び
期
間
）

第
五
条
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
が
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
合

併
を
行
っ
た
法
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
法
人
が
経
済

金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
特
定
経

済
金
融
活
性
化
事
業
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
経
済

金
融
活
性
化
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
ん

で
い
た
場
合
　
当
該
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該

事
業
を
開
始
し
た
日
が
最
も
早
い
法
人
が
当
該
事
業

を
行
っ
て
い
た
期
間

二
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
が
経
済

金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
特
定
経

済
金
融
活
性
化
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
と
実
質
的
に

同
一
と
認
め
ら
れ
る
法
人
で
あ
る
場
合
　
当
該
実
質

的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
が
当
該
地
区
の
区
域
内

に
お
い
て
当
該
事
業
を
行
っ
て
い
た
期
間

（
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
要
件
）

第
六
条
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
法
人
の
事
業
所
で
あ

っ
て
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
あ
る
も

の
に
お
い
て
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
う
ち
五
人
以
上

の
者
が
、
次
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有

す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
全
部
又
は
一
部
を

そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
市
町
村

二
　
前
号
の
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
又
は
当
該
隣

接
す
る
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村

（
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
八
号
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
業
）

第
七
条
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
八
号
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
そ
の
事
業
を
実
施
す
る
企
業
の
立
地
を
促
進
す

る
必
要
性
が
乏
し
い
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す

る
。

一
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
及
び
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業

二
　
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
事
業

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
本
店
又
は

主
た
る
事
務
所
及
び
支
店
又
は
従
た
る
事
務
所
の
所

在
地

二
　
法
人
の
設
立
時
期
、
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区

の
区
域
内
に
お
い
て
営
む
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事

業
の
種
類
及
び
事
業
計
画
、
他
に
事
業
を
行
っ
て
い

る
と
き
は
そ
の
事
業
の
種
類
そ
の
他
必
要
な
事
項

三
　
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て

営
む
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
に
係
る
施
設
の

内
容

四
　
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
そ
の
合
併
を
行
っ
た
法
人
の
う
ち
経
済
金
融

活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
最
も
早
く
当

該
事
業
を
開
始
し
た
法
人
の
当
該
事
業
の
開
始
日
又

は
当
該
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
の
当
該
特

定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
の
開
始
日

（
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条
　
令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

添
付
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

1



一
　
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て

設
立
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
常
時
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら

第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
説

明
し
た
書
類

四
　
当
該
区
域
内
に
お
け
る
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事

業
に
係
る
施
設
の
床
面
積
を
記
載
し
た
施
設
の
図
面

（
事
業
の
開
始
等
の
届
出
）

第
十
条
　
令
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
認
定
法
人
（
法
第
五
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
認
定
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
認

定
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
（
法
第
五
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
開
始
の
年
月
日
を
、
認
定
特
定
経
済
金
融
活

性
化
事
業
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
休

止
の
期
間
及
び
理
由
を
、
認
定
特
定
経
済
金
融
活
性
化

事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
廃
止
の

年
月
日
及
び
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
沖
縄
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
認
定
法
人
は
、
同
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た

事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を

記
載
し
た
届
出
書
を
沖
縄
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
等
の
届
出
）

第
十
一
条
　
令
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
認
定
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
届
出
書
を
沖
縄
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
該
当
す
る
場
合
　
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

ロ
　
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
変
更
が

あ
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

二
　
当
該
認
定
法
人
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が

五
人
に
満
た
な
く
な
っ
た
と
き
に
該
当
す
る
場
合
　

当
該
認
定
法
人
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五

人
に
満
た
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

三
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら

第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

な
く
な
っ
た
場
合
　
当
該
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
年
月
日
及
び
理
由

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

第
十
二
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
実
施
状
況
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

一
　
前
事
業
年
度
の
認
定
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業

の
実
施
状
況

二
　
前
事
業
年
度
の
収
支
決
算

２
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関

し
、
認
定
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
を
適
正
に
実
施

し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
状
況
報
告
書

の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、

認
定
法
人
に
対
し
て
、
当
該
認
定
特
定
経
済
金
融
活
性

化
事
業
を
適
正
に
実
施
し
て
い
る
と
認
定
し
た
こ
と
及

び
当
該
認
定
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、

認
定
法
人
に
対
し
て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
指
定
会
社
の
要
件
）

第
十
三
条
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二
　
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五

十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業

者
に
該
当
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
設
立
の
日
以

後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
又
は
同
法
第
六
十
七

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券

登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
券
の
発
行
者
で
あ

る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
る
こ
と
。

四
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
数

の
株
式
が
同
一
の
大
規
模
法
人
（
資
本
金
の
額
若

し
く
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
又

は
資
本
金
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う

ち
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
を
超
え
る

法
人
を
い
い
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当

該
大
規
模
法
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
法
人
（
次

の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
と
す

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
に

属
し
て
い
る
会
社

（１）
　
当
該
大
規
模
法
人
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株

式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
当
該

他
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金

額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社

（２）
　
当
該
大
規
模
法
人
及
び
こ
れ
と
（
１
）
に
規

定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
が
有
す
る
他

の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合

計
額
が
当
該
他
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数

又
は
出
資
金
額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

（３）
　
当
該
大
規
模
法
人
並
び
に
こ
れ
と
（
１
）
及

び
（
２
）
に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会

社
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出

資
の
金
額
の
合
計
額
が
当
該
他
の
会
社
の
発
行

済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
二
分
の
一
以

上
に
相
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
発
行
済
株
式
の
総

数
の
三
分
の
二
以
上
が
大
規
模
法
人
及
び
当
該
大

規
模
法
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
法
人
の
所
有
に

属
し
て
い
る
会
社

五
　
個
人
か
ら
の
金
銭
の
払
込
み
（
商
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
株
引
受
権
付
社
債
に

係
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
商
法
（
明
治
三
十
二
年

法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
四
十
一
条
ノ
八
第
二
項

第
六
号
に
規
定
す
る
払
込
み
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

を
受
け
て
新
株
を
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
新
株
の

発
行
に
よ
る
資
金
調
達
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
投
資
に
関
す
る
契
約
（
当
該
契
約
に
係

る
払
込
金
を
、
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域

内
に
お
い
て
営
む
認
定
経
済
金
融
活
性
化
計
画
に
定

め
ら
れ
た
特
定
経
済
金
融
活
性
化
産
業
の
用
に
供
す

る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
株

式
投
資
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
株
式
会
社

で
あ
る
こ
と
。

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
は
、
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
実
施
状
況

報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
前
事
業
年
度
の
指
定
に
係
る
特
定
経
済
金
融
活
性

化
事
業
の
実
施
状
況

二
　
前
事
業
年
度
の
収
支
決
算

三
　
特
定
株
式
投
資
契
約
に
よ
る
資
金
の
調
達
に
関
す

る
実
績

２
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関

し
、
指
定
に
係
る
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
を
適
切

に
実
施
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
状
況

報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以

内
に
、
指
定
会
社
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、

別
記
様
式
第
二
に
よ
る
当
該
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事

業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
定
し
た
こ
と
及
び
当

該
認
定
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

３
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、

指
定
会
社
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
り
そ
の
旨

及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
指
定
会
社
は
、
第
二
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
と

き
は
、
当
該
指
定
会
社
の
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
取
得

し
た
個
人
に
対
し
て
、
第
一
項
の
報
告
に
よ
る
当
該
書

面
の
交
付
を
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
会
社
の
指

定
の
申
請
手
続
等
）

第
十
五
条
　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
は
、
別
記
様

式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
会
社
の
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
沖
縄
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二
　
申
請
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前

の
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

（
設
立
後
最
初
の
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

三
　
申
請
の
日
に
お
け
る
株
主
名
簿

四
　
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
を
証
す
る
書
面

五
　
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
会
社
の
要
件
に
該

当
す
る
旨
の
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
宣
言
書

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と

な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け

た
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
、
原

則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指
定
に
関
す
る
処
分
を
行
う

も
の
と
す
る
。

３
　
沖
縄
県
知
事
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の

会
社
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
指
定
書
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
沖
縄
県
知
事
は
、
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
第
一
項
の
会
社
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
七
に
よ

り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
指
定
会
社
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
係
る
記
載
事
項

又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ

2



た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
沖
縄
県
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
沖
縄
県
知
事
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び

そ
の
理
由
を
当
該
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の
に
対

し
て
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　
沖
縄
県
知
事
は
、
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨

を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変

更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
も
、

同
様
と
す
る
。

８
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た

と
き
は
、
当
該
公
示
の
日
付
及
び
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。

９
　
沖
縄
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

指
定
会
社
に
対
し
、
必
要
な
資
料
を
提
出
さ
せ
、
又
は

説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
会
社
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確
認
等
）

第
十
六
条
　
指
定
会
社
は
、
そ
の
発
行
す
る
株
式
を
取
得

す
る
個
人
か
ら
の
金
銭
に
よ
る
払
込
み
を
受
け
る
前

に
、
特
定
株
式
投
資
契
約
の
締
結
の
状
況
及
び
見
込
み

（
払
込
み
を
受
け
る
予
定
日
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
別

記
様
式
第
八
の
報
告
書
を
沖
縄
県
知
事
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
指
定
会
社
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
金
銭
に
よ
る

払
込
み
に
よ
り
取
得
を
行
お
う
と
す
る
個
人
が
民
法
組

合
等
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ

て
成
立
す
る
組
合
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
通
じ
て
取
得

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
会
社
は
、
前
項
に

掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
民
法
組
合
等
の
組
合
契
約
書
の
写
し

二
　
当
該
民
法
組
合
等
が
取
得
し
た
当
該
株
式
（
会
社

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
募
集
株
式
又
は
同
法
第

百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
株
式
に
限

る
。
）
の
引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ
の
総
数
の
引
受

け
を
行
う
契
約
を
証
す
る
書
面

三
　
別
記
様
式
第
九
に
よ
る
当
該
民
法
組
合
等
が
民
法

第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
又

は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合

契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
誓
約
す

る
書
面

３
　
沖
縄
県
知
事
は
、
第
一
項
の
報
告
書
に
関
し
、
同
項

の
払
込
み
を
受
け
る
予
定
日
に
お
い
て
当
該
会
社
が
そ

の
設
立
の
日
以
後
十
年
を
経
過
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

指
定
に
係
る
特
定
経
済
金
融
活
性
化
事
業
が
適
切
に
実

施
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
提

出
を
受
け
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指

定
会
社
に
対
し
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
当
該
特
定
経

済
金
融
活
性
化
事
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
で

あ
る
と
認
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

４
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、

指
定
会
社
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
り
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
指
定
会
社
は
、
第
三
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
と

き
は
、
特
定
株
式
投
資
契
約
を
締
結
し
た
個
人
に
対

し
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
面

（
次
項
に
お
い
て
「
認
定
書
交
付
証
明
書
」
と
い
う
。
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
認
定
書
交
付
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
個
人
が
、
当

該
書
面
を
交
付
し
た
指
定
会
社
の
株
式
を
払
込
み
に
よ

り
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
指

定
会
社
は
、
そ
の
発
行
す
る
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
取

得
し
た
個
人
ご
と
（
当
該
指
定
会
社
が
、
そ
の
発
行
す

る
株
式
の
払
込
み
の
期
日
又
は
そ
の
期
間
を
複
数
回
定

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
及
び
払
込
み
が
あ
っ
た

日
ご
と
）
に
、
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書
一
通

を
沖
縄
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
指
定

書
の
写
し

二
　
当
該
株
式
の
発
行
を
決
議
し
た
株
主
総
会
の
議
事

録
の
写
し
、
取
締
役
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す

る
書
面
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し

三
　
当
該
個
人
が
取
得
し
た
当
該
株
式
（
会
社
法
第
五

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
募
集
株
式
又
は

同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
株
式

に
限
る
。
）
の
引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ
の
総
数
の

引
受
け
を
行
う
契
約
を
証
す
る
書
面

四
　
会
社
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
百
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
す
る
書
面

五
　
外
部
か
ら
の
投
資
を
受
け
て
事
業
活
動
を
行
う
に

当
た
り
、
特
定
株
式
投
資
契
約
を
締
結
し
た
契
約
書

の
写
し

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る

書
類

８
　
沖
縄
県
知
事
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受

け
た
と
き
は
、
同
項
の
払
込
み
が
あ
っ
た
日
に
お
い
て

当
該
会
社
の
設
立
の
日
以
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い

こ
と
そ
の
他
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
提
出
を
受
け
た

日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
申
請
者
で
あ
る

同
項
の
指
定
会
社
に
対
し
て
、
同
項
の
個
人
及
び
払
込

み
が
あ
っ
た
日
ご
と
に
別
記
様
式
第
十
三
に
よ
る
確
認

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

９
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
確
認
を
し
な
い
と
き
は
、

申
請
者
で
あ
る
第
六
項
の
指
定
会
社
に
対
し
て
、
同
項

の
個
人
ご
と
に
別
記
様
式
第
十
四
に
よ
り
そ
の
旨
及
び

そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
金
融
業
に
付
随
す
る
業
務
及
び
金
融
業
務
に
係
る
事

業
認
定
の
申
請
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
）

２
　
金
融
業
に
付
随
す
る
業
務
及
び
金
融
業
務
に
係
る
事

業
認
定
の
申
請
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年

内
閣
府
令
第
二
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
七
日
内
閣
府
令
第

五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令
第

一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第

三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
指

定
の
効
力
を
有
す
る
株
式
会
社
（
改
正
法
附
則
第
七
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第

五
十
六
条
第
一
項
の
認
定
の
効
力
を
有
す
る
法
人
に
限

る
。
）
に
対
す
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
金

融
活
性
化
特
別
地
区
の
区
域
内
に
お
け
る
経
済
金
融
活

性
化
措
置
実
施
計
画
及
び
事
業
の
認
定
申
請
及
び
実
施

状
況
の
報
告
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
命

令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
経
過
し
た
日
（
そ
の
日
ま
で
に
、
改
正
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
経
済
金
融
活
性
化
計
画
の
認
定
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
認
定
が
あ
っ
た
日
）
に
お
い
て
新
命

令
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
同
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
沖
縄
県
知
事
が
こ
れ
ら
の
書
類
の
全
部
又
は

一
部
の
提
出
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
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別
記
様
式
第
１
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第1(第14条関係) 

特定経済金融活性化事業に関する実施状況報告書 

年  月  日  

 沖縄県知事 

  ○○ ○○ 殿 

会社の名称及び代表者の氏名     

 沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定(  年  月  日付け)を受けた

特定経済金融活性化事業の実施状況について、同条第2項の規定に基づき、下記のとおり報

告します。 

記 

1．特定経済金融活性化事業※の内容 

2．特定経済金融活性化事業※の実施場所 

3．設立年月日       年  月  日 

4．前事業年度における特定経済金融活性化事業※の実施状況 

5．前事業年度における収支決算(会社全体の損益計算書等) 

6．特定株式投資契約による資金の調達に関する実績 

 (1) ○○年度(前事業年度)資金合計  ○○百万円 

   (内訳) 

資金調達先 資金額 備考 

   

   

 (2) ○○年度(前々事業年度)資金合計  ○○百万円 

   (内訳) 

資金調達先 資金額 備考 

   

   

 ※経済金融活性化特別地区の区域内において営む事業に限る。 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
２
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第2(第14条関係) 

特定経済金融活性化事業の実施に係る認定書 

  年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの特定経済金融活性化事業に関する実施状況報告を踏まえ、経済

金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に

関する内閣府令第14条第2項の規定に基づき、当該事業が下記のとおり適切に実施されてい

る旨、これを認定します。 

記 

 認定の概要 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
３
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第3(第14条関係) 

特定経済金融活性化事業の実施に係る認定をしない旨の通知書 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの沖縄振興特別措置法第57条の2第2項の規定による報告について

は、下記の理由により認定をしませんので、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金

融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第14条第3項の規定に基

づき通知します。 

記 

 認定をしない理由 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
４
（
第
１
５
条
関
係
）

別記様式第4(第15条関係) 

指定申請書 

  年  月  日  

 沖縄県知事 

  ○○ ○○ 殿 

会社の名称及び代表者の氏名     

 沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定を受けたいので、経済金融活性化措

置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府

令第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

1．会社の名称及び代表者の氏名 

2．本店の所在地 

3．設立年月日                     年  月  日 

4．沖縄振興特別措置法第56条第1項の認定を受けた日    年  月  日 

5．特定経済金融活性化事業※の内容 

6．特定株式投資契約による資金の調達に関する計画 

 (1) ○○年度(本事業年度)資金調達見込額合計  ○○百万円 

  (内訳) 

資金調達先見込 見込額 備考 

   

   

 (2) ○○年度(翌事業年度)資金調達見込額合計  ○○百万円 

  (内訳) 

資金調達先見込 見込額 備考 

   

   

 ※経済金融活性化特別地区の区域内において営む事業に限る。 

(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別
記
様
式
第
５
（
第
１
５
条
関
係
）

別記様式第5(第15条関係) 

指定要件に関する宣言書 

年  月  日  

 沖縄県知事 

  ○○ ○○ 殿 

会社の名称及び代表者の氏名     

 当社は、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定を申請するに当たり、経済

金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に

関する内閣府令第13条各号に掲げる指定会社の要件に該当することを宣言します。 

 

(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
６
（
第
１
５
条
関
係
）

別記様式第6(第15条関係) 

指定書 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの指定申請について、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定

する「指定会社」として、指定します。 

記 

1．経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報

告等に関する内閣府令第13条第1号及び第2号に該当すること。 

 (1) 沖縄振興特別措置法第56条第1項の認定の日     年  月  日 

 (2) 資本金額               万円 

 (3) 従業員数                人 

 (4) 設立年月日             年  月  日 

2．経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報

告等に関する内閣府令第13条第3号から第5号までに該当すること。 

 (1) 未上場会社であること 

 (2) 大規模会社の子会社でないこと 

 (3) 特定経済金融活性化産業の用に供する旨の記載がある投資契約を締結する会社であ

ること。 

(1) この指定書の有効期限は、設立年月日から10年を超えない日までです。 

(2) この指定が行われたことについては、経済金融活性化特別地区に関するウェブサイ

トにおいて公表します。 

(3) 株式の払込みの期日において経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化

事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第13条各号に掲げる指定会社

の要件に該当しないとき及び偽りその他不正の手段によりこの指定を受けたことが判

明するに至ったときは、直ちにこの指定書を返納するとともに、その旨を投資家に対

して伝達してください。 

(4) この指定は、沖縄県知事として、投資家に対して投資に係る利益を保証するもので

はなく、その旨を当該投資家に対して伝達してください。 

 

(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
７
（
第
１
５
条
関
係
）

別記様式第7(第15条関係) 

沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定をしない旨の通知書 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定の申請につ

いては、下記の理由により指定をしませんので、経済金融活性化措置実施計画及び特定経

済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第15条第4項の規定

に基づき通知します。 

記 

 指定をしない理由 

 

(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
８
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第8(第16条関係) 

特定経済金融活性化事業に係る資金の調達に関する契約の締結状況について(報告) 

年  月  日  

 沖縄県知事 

  ○○ ○○ 殿 

会社の名称及び代表者の氏名    

 沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定(  年  月  日付け)を受けた

特定経済金融活性化事業について、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化

事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条第1項の規定に基づき、下記

のとおり報告します。 

記 

1．会社の名称及び代表者の氏名 

2．本店の所在地 

3．資本金額                万円 

4．従業員数                 人 

5．設立年月日           年  月  日 

6．沖縄振興特別措置法第56条第1項の認定を受けた日     年  月  日 

7．特定経済金融活性化事業※の内容 

8．特定株式投資契約による資金の調達に関する契約の締結状況 

 (1) ○○年度(本事業年度)資金合計  ○○百万円 

  (内訳) 

資金調達先 資金額 契約締結状況 備考 

    

    

 (2) ○○年度(前事業年度)資金合計  ○○百万円 

  (内訳) 

資金調達先 資金額 契約締結状況 備考 

    

    

9．今後の特定株式投資契約の締結見込 

資金調達先 資金額 契約締結予定日 払込み予定日 

    

    

 

 ※経済金融活性化特別地区の区域内において営む事業に限る。 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別
記
様
式
第
９
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第9(第16条関係) 

民法組合等であることの誓約書 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

組合所在地      

組合の名称      

代表者の氏名     

 当組合は、下記の事項について誓約します。 

記 

1 組合契約の種類の別 

 当組合は、民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関す

る法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものであるこ

と 

2 上記1の契約を締結する個人又は民法組合等 

 氏名(名称) 

 住所(所在地) 

3 上記の者の出資価額割合 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
０
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第10(第16条関係) 

特定経済金融活性化事業の実施に係る認定書 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの特定経済金融活性化事業に係る資金の調達に関する契約の締結

状況報告を踏まえ、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請

及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条第3項の規定に基づき、当該事業が適切に実

施される見込みである旨、これを認定します。 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
１
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第11(第16条関係) 

特定経済金融活性化事業の実施に係る認定をしない旨の通知書 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認

定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条第1項の規定による報告については、

下記の理由により認定をしませんので、同条第4項の規定に基づき通知します。 

記 

 認定をしない理由 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
２
（
第
１
６
条
関
係
）
　
（
個
人
が
直
接
投

資
し
た
場
合
）

別記様式第12(第16条関係) 

(個人が直接投資した場合)  

 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状

況の報告等に関する内閣府令第16条第6項に係る確認申請書 

 

年  月  日  

 沖縄県知事 

  ○○ ○○ 殿 

会社の名称及び代表者の氏名     

 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報

告等に関する内閣府令第16条第8項の規定に係る確認を受けたいので、下記のとおり申請し

ます。なお、当社は沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定(  年  月  

日付け)を受けた者であり、特定株式投資契約に基づき払込みを受けたものであることを申

し添えます。 

記 

1．個人の氏名及び住所 

2．払込期日(又は成立の日)     年  月  日 

3．払込みがあった日        年  月  日 

4．設立年月日           年  月  日 

5．取得株式数 

6．払込金額 

7．払込金額の総額 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別
記
様
式
第
１
２
（
第
１
６
条
関
係
）
　
（
民
法
組
合
等
を

通
じ
て
投
資
し
た
場
合
）

別記様式第12(第16条関係) 

(民法組合等を通じて投資した場合)  

 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状

況の報告等に関する内閣府令第16条第6項に係る確認申請書 

 

年  月  日  

 沖縄県知事 

  ○○ ○○ 殿 

会社の名称及び代表者の氏名     

 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報

告等に関する内閣府令第16条第8項の規定に係る確認を受けたいので、下記のとおり申請し

ます。なお、当社は沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定(  年  月  

日付け)を受けた者であり、特定株式投資契約に基づき払込みを受けたものであることを申

し添えます。 

記 

1．個人の氏名及び住所 

  民法組合等の名称及び所在地 

  当該民法組合等の業務の執行を委任される組合員の名称及び所在地 

  出資価額割合        ％ 

2．払込期日(又は成立の日)    年  月  日 

3．払込みがあった日       年  月  日 

4．設立年月日          年  月  日 

5．取得株式数 

  民法組合等の取得株式数 

6．払込金額 

7．払込金額の総額 

  民法組合等の払込金額の総額 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
３
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第13(第16条関係) 

 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状

況の報告等に関する内閣府令第16条第8項に係る確認書 

 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認

定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条第6項の規定による申請について、同

条第8項の規定に基づき確認します。 

記 

1．個人の氏名及び住所 

2．申請者が沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定を受けた者であること 

3．払込期日(又は成立の日)    年  月  日 

4．払込みがあった日       年  月  日 

5．4の期日が当該会社の設立の日以後十年を経過していないこと 

6．当該申請に係る払込みは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の

認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条第1項の特定株式投資契約に基づ

くものであること 

7．取得株式数 

8．払込金額 

9．払込金額の総額 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
４
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第14(第16条関係) 

 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状

況の報告等に関する内閣府令第16条第9項に係る確認をしない旨の通知書 

 

年  月  日  

 会社の名称及び代表者の氏名 殿 

沖縄県知事      

○○ ○○     

  年  月  日付けの経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認

定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条第6項の規定による申請については

下記の理由により確認しませんので、同条第9項の規定に基づき通知します。 

記 

確認をしない理由 

 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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